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金 融 行 政 機 構 の 推 移

金 融 監 督 庁 発 足 時 金 融 再 生 委 員 会 発 足 時 金 融 庁 前 倒 し 設 置 時 全体の中央省庁等再編時

（平成10年6月22日） （平成10年12月15日） （平成12年７月） （平成13年１月）

金 融 再 生 委 員 会 金 融 再 生 委 員 会 金 融 庁

（総理府の外局） （総理府の外局） （内閣府の外局）

○再生法等に基づく金融機関の破 ○再生法等に基づく金融機関の破 ○再生法等に基づく金融機関

綻処理関係事務 綻処理関係事務 の破綻処理関係事務

○早期健全化法に基づく金融機関 ○早期健全化法に基づく金融機関 ○早期健全化法に基づく金融

の資本増強関係事務 の資本増強関係事務 機関の資本増強関係事務

△金融破綻処理制度及び金融危機 △金融破綻処理制度及び金融危機 （時限的な所掌事務）

管理に関する企画立案 管理に関する企画立案

△預金保険機構等の監督 △預金保険機構等の監督 △預金保険機構等の監督

大 蔵 省 金 融 監 督 庁 金 融 監 督 庁 金 融 庁

（総理府の外局）

○民間金融機関等に対する検査・ ○民間金融機関等に対する検査・ ○民間金融機関等に対する検 ○民間金融機関等に対する検 ○民間金融機関等に対する検査・

監督 監督 査・監督 査・監督 監督

○国内金融の企画立案 ○国内金融の企画立案

○民間金融機関等の国際業務 ○民間金融機関等の国際業務に関

に関する制度の企画立案 する制度の企画立案

但し、金融破綻処理制度 金融破綻処理制度及び金融危

及び金融危機管理に関す 機管理に関する企画立案を含

る企画立案を除く。 む。

○企業財務等 ○企業財務等

大 蔵 省 大 蔵 省

金融制度の企画立案 金融制度の企画立案 金融制度の企画立案

○金融制度の企画立案（下記 ○金融制度の企画立案（下記 ○金融制度の企画立案（下記 大 蔵 省 財 務 省

を除く） を除く） を除く）

○金融破綻処理制度及び金融 ○金融破綻処理制度及び金融 △金融破綻処理制度及び金融 △財政の健全性確保等の任務を遂 △財政の健全性確保等の任務を遂

危機管理に関する企画立案 危機管理に関する企画立案 危機管理に関する企画立案 行する観点から行う金融破綻処 行する観点から行う金融破綻処

○企業財務等 ○企業財務等 ○企業財務等 理制度及び金融危機危機管理に 理制度及び金融危機危機管理に

関する企画立案 関する企画立案

○預金保険機構等の監督 ○預金保険機構等の監督 △預金保険機構等の監督 △預金保険機構等の監督 △預金保険機構等の監督

（注）○は単独所管事務、△は共管事務を示す。


